
資料第1

最高裁判所における押収物等の取扱いについて

(平成7． 4． 28総三第24号事務総長依命通達「押収物等取扱規程の運用につい

て」 （以下「運用通達」 という。 ）の記載順序による。 ）

第2受入事務について

4主任書記官の認印

運用通達の中に「主任書記官」 とあるのは， 「各法廷の首席書記官の指名し

た裁判所書記官」 と読み替える（以下同じ。 ） ･

第3上訴等に伴う受入事務について

1事件について押収物の送付を必要とするときは，各法廷の係書記官から，押

収物保管庁に対し，送付方を請求する。

2．係書記官は，押収物が送付されたとき，事件記録を押収物主任官に送付する。

3押収物主任官は，以下の受入手続をしたうえ，事件記録を係書記官に返還す

る。

（1） 押収物整理簿（平成12． 3． 17総三第33号事務総長依命通達「押収

物等取扱規程に規定する書類及び帳簿諸票の様式について」 （以下「様式通

達」 という。 ）別紙様式第2）に記載する。

（2） 事件記録の見易い箇所及び押収物総目録（様式通達別紙様式第1）の第1

頁上部余白に，押収番号を記載する。

（3） 符号は，従前のものを使用する。

（4） 番号札（運用通達別紙様式第1）の「押収番号」欄に(2)の押収番号を追記

する。押収物収納袋があるときは，その「押収番号」欄にも同様に押収番号

を追記する。

4押収物主任官は，押収物を受け入れた後，押収物を送付した裁判所に押収物

受領書（運用通達別紙様式第5）を送付する。

5 押収物主任官は，押収物送付票（様式通達別紙様式第3）を作成し， これに

押収物を添えて保管物主任官に送付する。

第4保管事務について

保管物主任官は，押収物主任官から押収物送付票の送付を受けたときは， これ

を点検確認したうえ，押収物保管票（様式通達別紙様式第4）を作成して，押収

）

）

－1－



物主任官に送付する。

第5仮出事務について

1 押収物の仮出し

（1）係書記官は，押収物の仮出しをする場合には，仮出票（様式通達別紙様式

第6）の各欄に所要の記載（ 「仮出事由」欄には，証拠調べ，判決作成，調

書作成，閲覧謄写，取寄嘱託により嘱託裁判所へ送付，鑑定のため鑑定人に

交付等仮出すべき事由を具体的に記載する。 ）をして，各法廷の首席書記官

の指名した裁判所書記官の認印を受ける。

(2)押収物主任官は,係書記官から仮出票の送付を受けた場合には,仮出簿(様

式通達別紙様式第7）所要の記載をし,仮出票に認印して，係書記官に交付

する。

（3）保管物主任官は，仮出票により当該押収物を交付した場合には，仮出票に

受領者の受領印を受け， これを保管する。

2仮出しをした押収物の取扱い

4仮出しをした押収物の返還

（1）保管物主任官は，係書記官から仮出中の押収物の返還を受けた場合には，

その品目及び数量を確認し，仮出票に返還年月日を記載して押印した上， こ

れを係書記官に交付する。

（2）係書記官は，仮出票を押収物主任官に送付し，押収物主任官は，係書記官

から送付を受けた仮出票に基づき，仮出簿に返還月日を記入して押印する。

仮出票は，押収物主任官が保管する。

第6処分事務について

1 当裁判所が審理の必要上送付を受けた押収物について， 当裁判所で保管の必

要がなくなった場合，または事件が終局した場合には， これを原保管庁に返還

するものとし,事件の終局前に当裁判所で還付または仮還付の決定があった場

合を除き， 当裁判所では終局的な処分事務は行わない。

2 したがって，押収物を原保管庁に返還すべき場合には，係書記官は，事件記

録を押収物主任官に送付して，押収物を原保管庁に返還する手続をするよう請

求する。押収物主任官は, ・押収物保管票に所要の記載をした上，受領票（様式

|， 通達別紙様式第8） と引替えに保管物主任官から押収物を受領し， これを原保
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管庁に送付する手続をし，事件記録は係書記官に返還する。

3事件記録とともに押収物を返還する場合には，運用通達記第6の7の(2)の例

により，記録返還送付書に送付すべき押収物の品目，数量その他必要な事項を

明らかにして，押収物送付書に代えることができる。この場合に総目録の記載

を引用してよい。

4押収物主任官は，差戻し，移送，上訴の棄却及び取下げ等の事由により押収

物を送付する場合には,押収物送付書（甲） （運用通達別紙様式第25）を作

成し， これを添えて押収物の送付を受けるべき裁判所に送付する。

5押収物主任官は，押収物を送付した裁判所の押収物主任官から押収物受領書

（運用通達別紙様式第5）を受ける（運用通達記第6の7の(3)）便宜のため，

押収物を送付すべき場合に押収物受領書の用紙に押収物の品目，数量等を記入

したものを送付し， これに領収を受けることができる。

第7少年保護事件の押収物等に関する事務取扱いの特例

2裁判所が押収していない刑事事件の証拠物

刑事訴訟規則171条， 283条及び289条並びに交通事件即決裁判手続

法5条の規定により，差し出された証拠物並びに取寄嘱託により他の裁判所か

ら送付された物の受入れ，保管，仮出し及び処分については， 「1 少年保護

事件の証拠物及び押収物」に準じて取り扱う。

第12首席書記官等の検査について

押収物等に関する事務についての検査は，各首席書記官が行い，その結果は大

法廷首席書記官に報告する。

）

）

以上の記載事項（第2ないし第12）のほかは，運用通達記載の規定による。
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